
救
急
病
院

・
救
急
診

療
所
の
別

名

称

所

在

地

認

定

期

間

救
急
病
院

長
門
記
念
病
院

佐
伯
市
鶴
岡
町
一
―
一
一
―
五
九

令
三
・

八
・

一
か
ら

令
六
・

七
・
三
一
ま
で

医
療
法
人
社
団
知

令
三
・

八
・

一
か
ら

救
急
病
院

心
会

一
ノ
宮
脳

神
経
外
科
病
院

日
田
市
竹
田
新
町
六
九
○
番
地
の
一
四

令
六
・

七
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

中
津
市
立
中
津
市

民
病
院

中
津
市
大
字
下
池
永
一
七
三
番
地

令
三
・

八
・

一
か
ら

令
六
・

七
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

大
分
健
生
病
院

大
分
市
古
ヶ
鶴
一
―
一
―
一
五

令
三
・

八
・

一
か
ら

令
六
・

七
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

社
会
医
療
法
人
財

団
天
心
堂
へ
つ
ぎ

病
院

大
分
市
大
字
中
戸
次
字
二
本
木
五
九
五
六

番
地

令
三
・

八
・

一
か
ら

令
六
・

七
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

中
津
脳
神
経
外
科

病
院

中
津
市
大
字
福
島
一
〇
五
五
番
地

令
三
・

八
・

一
か
ら

令
六
・

七
・
三
一
ま
で

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

告

示

救
急
病
院
等
の
認
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
適
当
の
決
定
及
び
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定
及
び
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

公

告

採
石
業
務
管
理
者
試
験
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

落
札
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
五
百
十
八
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
医
療
機
関
を
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
救
急
隊
に
よ

り
搬
送
さ
れ
る
傷
病
者
に
関
す
る
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
と
し
て
認
定
し
た
。

令
和
三
年
八
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
五
百
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ゆ
め
タ
ウ
ン
別
府

別
府
市
楠
町
三
百
八
十
二
―
六

外

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
イ
ズ
ミ

代
表
取
締
役
社
長

山

西

泰

明

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号

３

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

株
式
会
社
ワ
ン
ズ
テ
ラ
ス

代
表
取
締
役

西

川

信

一

東
京
都
港
区
北
青
山
三
丁
目
五
番
十
号

令

和

三

年

（ 金 曜 日 ）

第

二

三

五

号

八

月

二

十

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
三
年
八
月
二
十
日

一

大
分
県
報
（
告
示
）



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

外
四
十
一
者

変
更
後

株
式
会
社
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

西

川

信

一

東
京
都
港
区
北
青
山
三
丁
目
五
番
十
号

外
四
十
一
者

４

変
更
の
年
月
日

令
和
三
年
四
月
一
日
外

二

届
出
年
月
日

令
和
三
年
七
月
二
十
八
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
三
年
八
月
二
十
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
東
部
振
興
局

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
十

二
月
二
十
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
五
百
二
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ゆ
め
タ
ウ
ン
中
津

中
津
市
大
字
島
田
字
持
廣
百
三
十
四
―
十
七

外

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
イ
ズ
ミ

代
表
取
締
役
社
長

山

西

泰

明

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号

３

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

株
式
会
社
ザ
・
ク
ロ
ッ
ク
ハ
ウ
ス

代
表
取
締
役

大

野

禄
太
郎

東
京
都
中
央
区
築
地
四
丁
目
一
番
一
号

外
三
十
七
者

変
更
後

株
式
会
社
ザ
・
ク
ロ
ッ
ク
ハ
ウ
ス

代
表
取
締
役

平

野

信

之

東
京
都
中
央
区
築
地
四
丁
目
一
番
一
号

外
三
十
六
者

４

変
更
の
年
月
日

令
和
三
年
二
月
十
二
日
外

二

届
出
年
月
日

令
和
三
年
七
月
二
十
八
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
三
年
八
月
二
十
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
十

二
月
二
十
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
日

二

大
分
県
報
（
告
示
）



事

業

名

地

区

名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

県
営
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業

（
区
画
整
理
）

松
本
地
区

令
三
・

八
・
二
〇
か
ら

令
三
・

九
・

九
ま
で

竹
田
市
役
所

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

事

業

名

地

区

名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

（
農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
）

（
農
道
整
備
）

竹
田
西
部
二

期
地
区

令
三
・

八
・
二
〇
か
ら

令
三
・

九
・

九
ま
で

竹
田
市
役
所

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

調
査
を
行
っ

た
者
の
名
称

調
査
を
行
っ
た
期
間

成
果
の
名
称

調
査
を
行
っ
た
地
域

認
証
年
月
日

速
見
郡
日
出

町

平
三
◯
・
六
・
六
か

ら
令
二
・
二
・
二
八

ま
で

速
見
郡
日
出
町
大
字

豊
岡
の
一
部
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿

速
見
郡
日
出
町
大
字

豊
岡
の
一
部

令
三
・

八
・

五

玖
珠
郡
九
重

町

平
二
九
・
一
二
・
二

七
か
ら

令

二
・
一

〇
・
二
八
ま
で

玖
珠
郡
九
重
町
大
字

湯
坪
の
一
部
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿

玖
珠
郡
九
重
町
大
字

湯
坪
の
一
部

令
三
・

八
・

五

玖
珠
郡
玖
珠

町

令
元
・
六
・
五
か
ら

令
三
・
二
・
一
ま
で

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字

古
後
の
一
部
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字

古
後
の
一
部

令
三
・

八
・

五

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
五
百
二
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
竹
田
市
大

字
渡
瀬
二
百
二
番
地
の
工
藤
裕
二
ほ
か
八
人
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と
決
定
し
、
同

法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
五
百
二
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
県
営

土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
五
百
二
十
三
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
地

籍
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

令
和
三
年
八
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
五
百
二
十
四
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
施
行
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
事
項

１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

臼
杵
市
大
字
深
江
二
千
三
百
二
十
六
番
地

藥
師
寺

正
治

臼
杵
市
大
字
江
無
田
百
七
番
地
の
二
十
五

廣
戸

英
吉

臼
杵
市
大
字
佐
志
生
三
千
六
百
八
十
二
番
地

首
藤

博
道

２

加
入
区

臼
杵
市
加
入
区

３

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

令
和
三
年
八
月
二
十
日

三

大
分
県
報
（
告
示
）



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

役

名

氏

名

住

所

理

事

臼

杵

隼

臼
杵
市
野
津
町
大
字
亀
甲
二
二
六
〇
番
地

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
三
年
八
月
二
十
日
か
ら
同
年
九
月
三
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

㈠

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

㈡

臼
杵
市
大
字
板
知
屋
千
二
百
五
十
七
番
地

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
臼
杵
支
店
事
務
所

〇
公

告

採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
三
十
二
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

採
石
業
務
管
理
者
試
験
を
実
施
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

試
験
日
時

令
和
三
年
十
月
八
日
（
金
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二

試
験
場
所

大
分
市
高
江
西
一
丁
目
四
千
三
百
六
十
一
番
十

大
分
県
産
業
科
学
技
術
セ
ン
タ
ー
多
目
的
ホ
ー
ル

三

試
験
科
目

採
石
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
通
商
産
業
省
令
第
六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の

八
に
規
定
す
る
科
目

四

受
験
手
続

１

提
出
書
類

㈠

受
験
願
書
（
規
則
様
式
第
九
）

㈡

写
真
一
葉
（
手
札
形
と
し
、
受
験
願
書
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
上
半
身
像
で
、
そ
の

裏
面
に
、
撮
影
年
月
日
、
氏
名
及
び
年
齢
を
記
載
し
た
も
の
）

２

書
類
の
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

㈠

受
付
期
間

令
和
三
年
八
月
三
十
日
か
ら
同
年
九
月
十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
り
書
類
を
提
出
す
る
場

合
は
、
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

㈡

受
付
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

３

書
類
の
提
出
先

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号
（
郵
便
番
号
八
七
〇
―
八
五
〇
一
）

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
工
業
振
興
課

４

受
験
手
数
料

八
千
百
円
の
大
分
県
収
入
証
紙
を
受
験
当
日
受
付
に
提
出
す
る
こ
と
。

５

そ
の
他

そ
の
他
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
工
業
振
興
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

五

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応

１

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
状
況
に
よ
っ
て
は
、
試
験
の
延
期
や
中
止
の
可
能
性
が
あ
る
。

そ
の
際
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
知
ら
せ
る
。

２

試
験
当
日
は
、
感
染
予
防
の
た
め
、
必
ず
マ
ス
ク
を
持
参
し
、
及
び
着
用
す
る
こ
と
。

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
野
津
土
地

改
良
区
（
臼
杵
市
）
か
ら
、
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
八
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
就
任
役
員
）

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

大
分
支
援
学
校
仮
設
校
舎
賃
貸
借
等
業
務

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
教
育
庁
教
育
財
務
課
施
設
管
理
班

大
分
県
大
分
市
府
内
町
三
丁
目
十
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
八
月
二
十
日

四

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）



令
和
三
年
六
月
十
八
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

東
海
リ
ー
ス
株
式
会
社
大
分
営
業
所

所
長

此

下

純

央

大
分
県
大
分
市
都
町
三
丁
目
一
番
一
号

五

落
札
金
額

一
億
七
千
八
百
二
十
万
円
（
総
額
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
三
年
五
月
七
日

令
和
三
年
八
月
二
十
日

五

大
分
県
報
（
公
告
）


